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警報及び気象防災速報発表時の登校について 

 

 いつも本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

近年の気象災害の激甚化を受け、気象庁では令和 8 年 5 月 29 日（金）から、警報や注意

報に「警戒レベル（1〜5）」を付けて発表する新しい防災気象情報の運用を開始します。 

 これは、災害時にとるべき行動を分かりやすくし、命を守る行動につなげることを目的

としたものです。 

本校におきましても、この新しい防災気象情報に基づき、児童の安全確保を最優先とし

て、下記のとおり対応いたします。 

 

※大雨等により大きな被害が予想される場合は、警報の発表に関わらず、臨時休業とする 

場合があります。  

 

 

 

 

 

 

（１）午前６時３０分の時点で、上記の気象警報のいずれかが発表されている場合は、自

宅で待機してください。なお、学校からの連絡はありません。 

（２）午前８時３０分までに、上記の気象警報が解除された場合 

   ◇授業開始時刻をメールで連絡しますが、登校が危険と判断された場合は、自宅で

待機させてください。 

   ◇警報解除後、スクールバスの運行の可否及び運行が可能な場合は、始発時刻をメ

ールで連絡します。 

   ◇午前６時３０分時点で給食の停止が決定します。昼食の準備をお願いします。 

（３）上記の気象警報が午前８時３０分の時点で発表中の場合 

   ◇臨時休校となります。翌日以降、登校可能となった日の授業は平常どおりの時間 

    割で行います。特に学年で変更がある場合は、メールで連絡します。 

（４）登校してから、上記警報が発表された場合 

   ◇学校で保護者に直接引き渡しとなります。児童は保護者が迎えに来るまで、学校

待機となります。 

◇引き渡しの時刻等、保護者への連絡は、メールで連絡します。警報発表後、 

１時間後から１時間３０分後を予定しています。 

◇スクールバス利用については運行が可能で、かつ保護者のスクールバス利用での 

下校承諾がある場合のみ、スクールバスで下校となります。それ以外の児童は、 

学校で保護者に直接引き渡しとなりますので、保護者でお迎えをお願いします。 

   ※スクールバス利用者は、スクールバスに乗るか乗らないかの連絡をお願いします。

家庭と連絡が取れない場合は、児童はスクールバスには乗車せず学校で待機とな

りますので、保護者でお迎えをお願いします。 

（５）気象防災速報（線状降水帯など）  

◇発表時は、レベルに関わらず危険な状況と判断し、学校で待機または引き渡し対 

応とします。  

かつらぎ町かつらぎに 

【暴風警報】【暴風雪警報】【大雪警報】、レベル３以上の【氾濫警報】【大雨警報】

【土砂災害警報】のいずれかが発表された場合 

※ 和歌山県全域、和歌山県北部、紀北全域と報道されることもありますので、 

かつらぎ町かつらぎに発表されていることをデータ放送等でご確認ください。 


